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(54)【発明の名称】 ワイヤレスインターネット接続による患者モニタリングのための方法及び装置

(57)【要約】
【課題】  本発明の実施形態は、医療デバイス又はエク
ササイズマシン等のその他の健康状態関連デバイスにす
ることが可能な健康状態モニタリングデバイス（１１）
に、インターネット対応ワイヤレスウェブデバイス（「
ＷＷＤ」）（１２）を接続することで、患者（３８）の
疾病又は健康状態を対話式にモニタリングするワイヤレ
ス健康状態モニタリングシステムのための方法及び装置
を提供する。
【解決手段】  このＷＷＤ（１２）は、必要な場合はオ
プションアダプタを使用したＷＷＤ（１２）の包括入力
／出力デバイスのポートとの有線接続（４２）により、
健康状態モニタリングデバイスに直接接続することがで
きる。或いは、このＷＷＤ（１２）は、赤外線、或いは
ブルートゥース又は８０２．１１といったプロトコルを
使用したものを含む無線周波数接続等を介して、健康状
態モニタリングデバイスにワイヤレス接続（１６）する
ことができる。このワイヤレス接続（１６）は、必要な
場合はアダプタを利用することができる。ユーザは、キ
ーパッド、キーボード、スタイラス、或いは随意的に音
声コマンド（３６）により、ＷＷＤ（１２）に手動でデ
ータを入力することもできる。この健康状態関連データ
は、標準のインターネットプロトコルを使用して、ＷＷ
Ｄ（１２）からサーバ（３７）へ伝送される。このサー
バ（３７）は、アルゴリズム又は人工知能システムを含
むことが可能なソフトウェアプログラムを使用して、応
答を計算し、更に、医師又は医療従事者による検討を提
供することができる。ユーザは、このサーバ（３７）と
対話することができる。例えば、このサーバ（３７）は
、ＷＷＤ（１２）に応答を伝送し、ユーザは、応答を返
すこと、或いはその他の情報を提供することが可能であ
る。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】  患者の状態又は状況をモニタリングするワイヤレス健康状態

モニタリングシステムであって、

  包括入力／出力ポートを有する第一の通信ポートと、ネットワークとのワイヤ

レス通信のための回路を有する第二の通信ポートとを含むインターネット対応ワ

イヤレスウェブデバイスにして、

患者の状態又は状況に対応し且つ健康状態パラメータ決定手段により決定される

健康状態パラメータと、

    デバイスアプリケーションと、

    ユーザインタフェースと、

を格納するように構成されるインターネット対応ワイヤレスウェブデバイスと、

  コンピュータ可読媒体上に常駐し、ワイヤレスネットワークと通信するサーバ

上に配置されるサーバアプリケーションにして、サーバに、

決定された健康状態パラメータを受領させ、

    少なくとも部分的には決定された健康状態パラメータに基づいて、応答を計

算させ、

前記応答をインターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに提供させる、

サーバアプリケーションと、

  を備えるワイヤレス健康状態モニタリングシステム。

    【請求項２】  包括入力／出力ポートが、ワイヤレス通信のためのポートを

含む請求項１記載のシステム。

    【請求項３】  包括入力／出力ポートにより利用されるワイヤレス通信方式

が、無線周波数を使用する請求項２記載のシステム。

    【請求項４】  利用されるワイヤレス通信方式が、ブルートゥースプロトコ

ルを使用する請求項３記載のシステム。

    【請求項５】  利用されるワイヤレス通信方式が、８０２．１１プロトコル

を使用する請求項３記載のシステム。

    【請求項６】  利用されるワイヤレス通信方式が、赤外線を使用する請求項

２記載のシステム。
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    【請求項７】  包括入力／出力ポートが、シリアル通信のためのポートを含

む請求項１記載のシステム。

    【請求項８】  包括入力／出力ポートが、パラレル通信のためのポートを含

む請求項１記載のシステム。

    【請求項９】  インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスが、インター

ネット対応携帯電話と、オプションとして実施されるワイヤレス機能又は一体型

ワイヤレス機能を有するハンドヘルド、パーム、又はラップトップコンピュータ

と、ハンドヘルドコンピュータ及び携帯電話のハイブリッドデバイスとにより構

成される集合から選択される請求項１記載のシステム。

    【請求項１０】  インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスが、ワイヤ

レス機能付きの携帯情報機器である請求項９記載のシステム。

    【請求項１１】  健康状態パラメータ決定手段と、健康状態パラメータに対

応するデータを配信するための出力ポートとを備える健康状態デバイスを更に備

える請求項１記載のシステム。

    【請求項１２】  健康状態デバイスの出力ポートとの接続のためのアダプタ

を更に備え、前記アダプタが、健康状態パラメータに対応するデータを配信する

ための出力を有する請求項１１記載のシステム。

    【請求項１３】  アダプタ出力と包括入力／出力ポートとが、有線リンクを

介して通信する請求項１２記載のシステム。

    【請求項１４】  アダプタ出力と包括入力／出力ポートとが、ワイヤレスリ

ンクを介して通信する請求項１２記載のシステム。

    【請求項１５】  包括入力／出力ポート及びアダプタ出力により利用される

ワイヤレス通信方式が、無線周波数を使用する請求項１４記載のシステム。

    【請求項１６】  利用されるワイヤレス通信方式が、ブルートゥースプロト

コル又は８０２．１１プロトコルを使用する請求項１５記載のシステム。

    【請求項１７】  包括入力／出力ポート及びアダプタ出力により利用される

ワイヤレス通信方式が、赤外線を使用する請求項１４記載のシステム。

    【請求項１８】  健康状態デバイスの出力ポートと包括入力／出力ポートと

が、有線リンクを介して通信する請求項１１記載のシステム。
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    【請求項１９】  健康状態デバイスの出力ポートと包括入力／出力ポートと

が、ワイヤレスリンクを介して通信する請求項１１記載のシステム。

    【請求項２０】  包括入力／出力ポートと健康状態デバイスの出力とにより

利用されるワイヤレス通信方式が、無線周波数を使用する請求項１９記載のシス

テム。

    【請求項２１】  利用されるワイヤレス通信方式が、ブルートゥースプロト

コル又は８０２．１１プロトコルを使用する請求項２０記載のシステム。

    【請求項２２】  包括入力／出力ポートと健康状態デバイスの出力とにより

利用されるワイヤレス通信方式が、赤外線を使用する請求項１９記載のシステム

。

    【請求項２３】  健康状態デバイスの出力が、ディスク又はテープを含むス

トレージ装置と、ＵＳＢ接続と、電話接続と、マイクロ波と、レーザを含む光学

手法と、スタイラスによる手動入力と、キーパッドと、ＰＣからの同期と、これ

らの組み合わせとにより構成される集合から選択された媒体を介して、インター

ネット対応ワイヤレスウェブデバイスの包括入力／出力ポートと信号通信する請

求項１１記載のシステム。

    【請求項２４】  アダプタの出力が、ディスク又はテープを含むストレージ

装置と、ＵＳＢ接続と、電話接続と、マイクロ波と、レーザを含む光学手法と、

スタイラスによる手動入力と、キーパッドと、ＰＣからの同期と、これらの組み

合わせとにより構成される集合から選択された媒体を介して、インターネット対

応ワイヤレスウェブデバイスの包括入力／出力ポートと信号通信する請求項１２

記載のシステム。

    【請求項２５】  サーバアプリケーションが、アプリケーションサービスプ

ロバイダにより提供及び管理される請求項１記載のシステム。

    【請求項２６】  サーバアプリケーションが、複数のノードを利用するアプ

リケーションであり、デバイスアプリケーションが、サーバアプリケーションの

ノードとして機能する請求項１記載のシステム。

    【請求項２７】  ノードが、アルゴリズムと、人工知能システムと、エキス

パートシステムと、ルールベースシステムと、事例ベース推論システムと、これ
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らの組み合わせとにより構成される集合から選択されたシステムのノードである

請求項２６記載のシステム。

    【請求項２８】  健康状態パラメータを測定するセンサを更に備え、前記セ

ンサが、健康状態デバイスに結合された出力を有する請求項１１記載のシステム

。

    【請求項２９】  健康状態デバイスが、医療デバイスであり、前記センサが

、体重と、血糖値と、心拍数と、血圧と、温度と、代謝速度と、呼吸数と、コレ

ステロールと、これらの組み合わせとにより構成される集合から選択された健康

状態パラメータを測定するためのものである請求項２８記載のシステム。

    【請求項３０】  健康状態パラメータの入力のための手動システムを更に備

え、前記手動システムが、インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスと信号

通信する請求項１記載のシステム。

    【請求項３１】  補足健康状態データの入力のためのコンピュータを更に備

え、前記コンピュータが、インターネット対応ワイヤレスウェブデバイス又はサ

ーバと信号通信する請求項１記載のシステム。

    【請求項３２】  健康状態デバイスが、エクササイズマシンであり、前記セ

ンサが、体重と、心拍数と、血圧と、温度と、代謝速度と、実行した仕事の量と

、実行した仕事の速度と、コレステロールと、これらの組み合わせとにより構成

される集合から選択された健康状態パラメータを測定するためのものである請求

項２８記載のシステム。

    【請求項３３】  健康状態デバイスが、有酸素運動用具及び無酸素運動用具

により構成される集合から選択されるエクササイズマシンである請求項２８記載

のシステム。

    【請求項３４】  エクササイズマシンが、トレッドミルと、エクササイズサ

イクルと、ローイングマシンと、ステッパとにより構成される集合から選択され

る請求項３３記載のシステム。

    【請求項３５】  コンピュータを更に備え、前記コンピュータが、補足健康

状態データを入力するためのものである請求項３４記載のシステム。

    【請求項３６】  患者の状態又は状況をモニタリングする方法であって、
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  インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに、ユーザインタフェース及び

アプリケーションを提供するステップと、

  患者の状態又は状態に対応する健康状態パラメータを、インターネット対応ワ

イヤレスウェブデバイスに、包括入力／出力ポートを介して入力するステップと

、  健康状態パラメータをサーバにワイヤレスで伝送するステップと、

  決定された健康状態パラメータをサーバで受領するステップと、

  決定された健康状態パラメータに基づいて応答を計算するステップと、

  応答をインターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに配信するステップと、

を備える方法。

    【請求項３７】  前記入力ステップが、健康状態パラメータを手動で入力す

るステップを更に含む請求項３６記載の方法。

    【請求項３８】  包括入力／出力ポートが、健康状態デバイスと信号通信す

る請求項３６記載の方法。

    【請求項３９】  包括入力／出力ポートが、有線接続を介して、健康状態デ

バイスと信号通信する請求項３８記載の方法。

    【請求項４０】  包括入力／出力ポートが、ワイヤレス通信を介して、健康

状態デバイスと信号通信する請求項３８記載の方法。

    【請求項４１】  健康状態デバイスと包括入力／出力ポートとの間で、無線

周波数伝送方式を使用して、情報を伝送するステップを更に含む請求項４０記載

の方法。

    【請求項４２】  無線周波数伝送方式が、ブルートゥースプロトコル又は８

０２．１１プロトコルから選択される請求項４１記載の方法。

    【請求項４３】  健康状態デバイスと包括入力／出力ポートとの間で、赤外

線伝送方式を使用して、情報を伝送するステップを更に含む請求項４０記載の方

法。

    【請求項４４】  健康状態デバイスが、血糖値モニタと、体重計と、血圧モ

ニタと、心拍数モニタと、呼吸数モニタと、温度モニタと、ＥＣＧモニタと、こ

れらの組み合わせとにより構成される集合から選択される医療デバイスである請

求項３８記載の方法。
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    【請求項４５】  健康状態デバイスと包括入力／出力ポートとの間で、アダ

プタを使用して、情報を伝送するステップを更に含む請求項３８記載の方法。

    【請求項４６】  コンピュータを使用して、補足健康状態データを入力する

ステップを更に含む請求項３６記載の方法。

    【請求項４７】  健康状態デバイスが、トレッドミルと、ローイングマシン

と、ステッパと、エクササイズサイクルと、その他の有酸素運動用具と、体重計

と、血圧モニタと、心拍数モニタと、温度モニタと、これらの組み合わせとによ

り構成される集合から選択されるエクササイズマシンである請求項３８記載の方

法。

    【請求項４８】  コンピュータ可読媒体に常駐するコンピュータプログラム

であって、インターネットと信号通信するサーバに、

  インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに包括入力／出力ポートからの

データを受領させる命令をその一方が含むデバイスアプリケーション及びユーザ

インタフェースを、インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに提供させ、

  インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスから、患者の状態又は条件に対

応する健康状態パラメータに対応する信号を受領させ、

  前記受領した信号に少なくとも部分的に基づいて、応答を計算させ、

  前記応答を、インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに通信させ、

  前記応答に応じた特徴を表示させる、

命令を含むコンピュータプログラム。

    【請求項４９】  ユーザインタフェース又はデバイスアプリケーションが、

インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに包括入力／出力ポートからのデ

ータを受領させる命令を含み、包括入力／出力ポートが、血糖値モニタと、血圧

モニタと、体重計と、心拍数モニタと、呼吸数モニタと、温度モニタと、ＥＣＧ

モニタと、これらの組み合わせとにより構成される集合から選択された医療デバ

イスと信号通信する請求項４８記載のコンピュータプログラム。

    【請求項５０】  ユーザインタフェース又はデバイスアプリケーションが、

インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに包括入力／出力ポートからのデ

ータを受領させる命令を含み、包括入力／出力ポートが、トレッドミルと、エク
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ササイズサイクルと、ステッパと、ローイングマシンその他の有酸素運動用具と

、血圧モニタと、体重計と、心拍数モニタと、温度モニタと、これらの組み合わ

せとにより構成される集合から選択されたエクササイズマシンと信号通信する請

求項４８記載のコンピュータプログラム。

    【請求項５１】  アプリケーションを実行するサーバにワイヤレス通信によ

り接続される、健康状態をモニタリングするインターネット対応ワイヤレスウェ

ブデバイスであって、

  患者の疾病の状態又は状況、或いは患者の健康状態、栄養、フィットネス又は

運動の状態又は状況に対応する健康状態パラメータの受領のための包括入力／出

力ポートを含む第一の通信ポートと、ネットワークへのワイヤレスリンクを含む

第二の通信ポートとから入力を受け入れるべく機能するアプリケーションを実行

するウェブ対応携帯電話、

を備えるインターネット対応ワイヤレスウェブデバイス。

    【請求項５２】  アプリケーションを実行するサーバにワイヤレス通信によ

り接続される、健康状態をモニタリングするインターネット対応ワイヤレスウェ

ブデバイスであって、

  患者の疾病の状態又は状況、或いは患者の健康状態、栄養、フィットネス又は

運動の状態又は状況に対応する健康状態パラメータの受領のための包括入力／出

力ポートを含む第一の通信ポートと、ネットワークへのワイヤレスリンクを含む

第二の通信ポートとから入力を受け入れべく機能するアプリケーションを実行す

る、ワイヤレス接続性を有する携帯情報機器、

  を備えるインターネット対応ワイヤレスウェブデバイス。

    【請求項５３】  アプリケーションを実行するサーバにワイヤレス通信によ

り接続される、健康状態をモニタリングするインターネット対応ワイヤレスウェ

ブデバイスであって、

  患者の疾病の状態又は状況、或いは患者の健康状態、栄養、フィットネス又は

運動の状態又は状況に対応する健康状態パラメータの受領のための包括入力／出

力ポートを含む第一の通信ポートと、ネットワークへのワイヤレスリンクを含む

第二の通信ポートとから入力を受け入れるべく機能するアプリケーションを実行
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するハイブリッドのハンドヘルドコンピュータ及び電話の組み合わせ、

を備えるインターネット対応ワイヤレスウェブデバイス。

    【請求項５４】  包括入力／出力ポートが、ワイヤレス通信方式を利用し、

利用されるワイヤレス通信方式が、無線周波数を使用する請求項５１乃至５３の

いずれか一項に記載のシステム。

    【請求項５５】  包括入力／出力ポートが、ワイヤレス通信方式を利用し、

利用されるワイヤレス通信方式が、ブルートゥースプロトコルを使用する請求項

５１乃至５３のいずれか一項に記載のシステム。

    【請求項５６】  包括入力／出力ポートが、ワイヤレス通信方式を利用し、

利用されるワイヤレス通信方式が、８０２．１１プロトコルを使用する請求項５

１乃至５３のいずれか一項に記載のシステム。

    【請求項５７】  包括入力／出力ポートが、ワイヤレス通信方式を利用し、

利用されるワイヤレス通信方式が、赤外線を使用する請求項５１乃至５３のいず

れか一項に記載のシステム。

    【請求項５８】  包括入力／出力ポートが、シリアル通信用ポートを含む請

求項５１乃至５３のいずれか一項に記載のシステム。

    【請求項５９】  包括入力／出力ポートが、パラレル通信用ポートを含む請

求項５１乃至５３のいずれか一項に記載のシステム。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

    【発明の属する技術分野】

（発明の分野）

  本発明は、被験者のモニタリングに関し、特に、測定又は入力された健康状態

データが、ワイヤレスデバイスにより、インターネット接続サーバ上で実行され

るソフトウェアアプリケーションとの間で送受信され、前記データを、このソフ

トウェアアプリケーション、医療従事者、又は被験者により検討び処理すること

が可能な、人間の健康状態モニタリングに関する。

      【０００２】

    【従来の技術】

（発明の背景）

  医療又は健康情報の効率的な対話型通信を、被験者又は患者とこうした情報の

検討者又は提供者との間で達成するために、過去にいくつかの試みがなされてき

た。特に、消費者向け生理学情報の通信は、こうした試みの対象となってきた。

なお、「医療又は健康情報の検討者又は提供者」には、この点において、医師だ

けでなく、この情報を分析可能なソフトウェアアプリケーション又はアルゴリズ

ムが含まれると理解される。

      【０００３】

  医療又は健康情報は、家庭用コンピュータシステムによりアクセスできるＣＤ

－ＲＯＭ上で利用可能となっている。こうした受動的なアプローチは、特定の欠

点を有する。第一に、パーソナルコンピュータは、米国において普及しているが

、一般に、消費者向け生理学的モニタリングシステムとしては価格が高すぎ、こ

の目的では複雑すぎるため設定及び使用ができないと感じる人が多く存在する。

米国の医療費の半分以上を占め、医療を必要とする人の中で最も増加速度が速い

集団を形成するリスクの高い慢性的な疾病の患者は、実際には、パーソナルコン

ピュータを中心に構築したシステムを保有し使用することができないと思われる

人々である。加えて、こうしたシステムでは、その対話性が、ＣＤ上に格納され

た情報に限定される。
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      【０００４】

  本発明者による先行特許では、こうした両方の欠点に対処し、更に、ユーザフ

レンドリな対話型システムを用いて、教育的医療情報及び対話型生理学的モニタ

リングを提供することを通じて、医療費を削減する必要性に対処した（米国特許

第５，６０１，４３５号、第６，１４４，８３７号、及びその継続出願等を参照

）。

  こうした先行特許は、パーソナルコンピュータに基づくシステムよりも使用が

簡単なシステムを達成するために、テレビゲームコンソール、或いはディスプレ

イデバイスとして従来のテレビ画面を使用するマルチメディアプレイヤに基づい

ていた。先行特許の初期実施形態では、疾病管理に関する対話型情報を提供する

ために、コンパクトディスクを利用した。

      【０００５】

  利点が提供されたものの、こうしたシステムでは、ユーザは、デバイスが配置

されている位置に限定された。モデム付きラップトップコンピュータのように、

デバイスがポータブルである場合でも、通常のＰＯＴＳ電話回線を見つけ、使用

する必要がある。ユーザのコンピュータが、ＤＳＬ又は衛星等のブロードバンド

接続を利用する場合、位置の選択は、更に限定される。

  この欠点を改善するために、試みがなされてきた。例えば、多くのテレメトリ

システムにより、健康状態測定ユニットとリモートモニタリングシステムとの間

に「ワイヤレス」距離を置くことが可能である。しかしながら、こうしたシステ

ムは、その範囲が限られている。

      【０００６】

  他のシステムでは、携帯電話技術を使用して、ワイヤレス健康状態モニタリン

グの範囲を拡大した。しかしながら、こうしたシステムは、携帯電話の大幅な修

正が必要となる等、いくつかの欠点を有する。例えば、ヘイノノンらに対して１

９９８年６月３０日に発行された米国特許第５，７７２，５８６号では、患者の

健康状態をモニタリングする方法を開示している。しかしながら、このシステム

は、患者健康状態測定ユニットと携帯電話との間で特殊化した接続を使用する。

患者健康状態測定ユニットは、携帯電話のバッテリスペースに位置し、携帯電話
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の通信バスに接続される。その他のシステムも提案されているが、これらは、「

既製」のワイヤレスデバイス又は健康状態測定設備により使用されるように設計

されていない点において、同様の欠点を抱えている。

      【０００７】

  上のシステムの配備についても、患者との幅広い対話型通信を提供するための

完全なバックエンドサーバ機能の利用が欠如している。代わりに、こうしたシス

テムは、インターネット対応である場合、モデムを介した、単なる一方向非対話

型データ転送に限定されることが多い。ランゲンらに対して１９９４年１０月１

８日に発行された米国特許第５，３５７，４２７号「人工知能を使用した高リス

ク患者の遠隔モニタリング」において開示されたものを含め、一部のシステムは

、機能強化されているが、こうしたシステムは、有線電気通信インフラに限定さ

れている。

      【０００８】

    【発明が解決しようとする課題】

（発明の概要）

  本発明の実施形態は、インターネットを介してバックエンドサーバアプリケー

ションとワイヤレスで接続することが可能な機能完備の健康状態モニタリングを

提供することで、従来技術の一つ以上の欠点を克服する。本発明により、広範な

現在の医療又は健康関連機器及びデバイスとのワイヤレスアクセスのやり取りが

可能となり、同時に、将来的なこうしたデバイスとの接続能力が維持される。

      【０００９】

    【課題を解決するための手段】

  特に、本発明は、いくつかのシステムにおいて実施することができる。本明細

書では、二種類のこうした相補的なシステムについて説明するが、ただし、他の

こうしたシステムへの拡張を想定することも可能である。第一に、本発明の実施

形態は、疾病状態又は患者の状態を管理するために利用される。この実施形態に

おいて、患者は、健康状態モニタリングデバイス（「ＨＭＤ」）、特に医療デバ

イスを利用することが可能であり、ワイヤレス接続により、この医療デバイスか

らのデータは、必要に応じた医師又はその他の医療従事者による検討を含む、イ
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ンターネットを介した処理のために提供される。

      【００１０】

  第二の実施形態においては、健康又は生活様式管理プランを実施することがで

きる。栄養又は運動に関連するもの等、様々な健康状態パラメータを、この事例

では「エクササイズマシン」と呼ばれる健康状態モニタリングデバイスに入力す

ることが可能であり、同じものは、サーバにワイヤレス通信することができる。

アプリケーションは、この健康状態パラメータを処理及び格納することが可能で

あり、医療従事者は、随意的に同じものを検討できる。

      【００１１】

  ワイヤレスインターネット接続は、多数の利点を有する。例えば、第一の実施

形態において、糖尿病患者は、自宅から離れた場所で血糖値メータをインターネ

ット対応ワイヤレスウェブデバイス（「ＷＷＤ」）に接続し、糖尿病患者管理会

社のサーバにデータをダウンロードし、応答として、次回の食事の選択について

、画面に表示される（又は音声による）指示を受領することができる。

  或いは、第二の実施形態において、運動プログラムを追跡記録することに関心

がある人は、ＷＷＤを地域のヘルスクラブに持っていき、同じものをエクササイ

ズマシンに取り付け、様々なエクササイズマシンから出力されたデータをインタ

ーネット上で送信し、健康状態及び生活様式管理に特化した企業のサーバから個

人化された応答を受領することができる。個人が、食べた食物のカロリ含有量を

入力することも可能であり、行った運動のカロリ含有量を更に入力することも可

能である。これにより、例えば、原料プログラム中の人は、個人が食物の形態で

摂取しているものよりも多くのカロリを、同じ個人が運動の形態で消費している

かどうかを、非常に詳細に確認することができる。

      【００１２】

  一般に、健康状態管理の実施形態において、このシステムは、食事、運動、又

はその他の活動を実行している間に、健康な被験者の生理学的状態をモニタする

ために利用できる。明確にするために、こうしたデバイスは、本明細書において

「エクササイズマシン」と呼ばれる。これらには、電子体重計、体脂肪計、バイ

オフィードバックデバイス、物理療法又はカイロプラクティック設備、血圧記録
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計、又は同様のもの、或いは、心拍数モニタ、トレッドミル、ローイングマシン

、ステッパ、又は同様のものを含め、任意のタイプのエクササイズマシン又はモ

ニタを含めることができる。

      【００１３】

  更に詳しくは、本発明は、インターネットとの接続を通じて対話型情報を表示

するように設計されたＷＷＤを用いて、健康関連データを収集し、こうしたデー

タに応答して情報を提供することで、患者が疾病を管理すること、或いは健康な

生活様式を維持することを支援する方法及びシステムを提供する。本発明は、医

療及び運動関連の両方の性質を有する様々なＨＭＤに接続することが可能であり

、ワイヤレスインターネット接続等のワイヤレス接続を介して情報を通信するこ

とができる。

      【００１４】

  本発明の実施形態の大きな利点は、これが、有線システムの制約から患者を自

由にすることである。これにより、消費者向けの「既製」のワイヤレスデバイス

のユーザは、有線コンピュータ、テレビ、又は更にはワイヤレステレメトリシス

テムのものと比較して、接続性の範囲を大幅に拡大することができる。

  本発明の第一の実施形態において、ＷＷＤは、ウェブ対応携帯電話である。こ

こでなお、「ウェブ」又は「インターネット」という用語は、全般的にインター

ネットを指す相互に交換可能な用語として使用されている。第二の実施形態にお

いて、ＷＷＤは、ワイヤレスモデムが装備されたパーム、ハンドヘルド、又はラ

ップトップコンピュータ、或いはＰＤＡである。第三の実施形態において、ＷＷ

Ｄは、コンピュータ、ＰＤＡ、及び電話の機能を組み合わせたハイブリッドデバ

イスにすることができる。

      【００１５】

  医療モニタリングデバイスの出力信号を、ＷＷＤ用の適切な入力信号に変換す

る必要がある場合は、アダプタが使用される。このアダプタにより、ＷＷＤを医

療デバイス、エクササイズマシン、又はその他の様々な医療設備に接続すること

が可能になり、この接続は、いくつかの手法を介して行うことができる。有線手

法については、ＨＭＤとＷＷＤとの間の入力／出力ポートが適切である場合は、
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標準のパラレルバスまたはシリアルケーブルを使用することができる。これ以外

の場合には、適切なセパレートアダプタを利用することができる。

      【００１６】

  この接続は、データ入力用のディスクドライブ又はその他メディアの入力、Ｕ

ＳＢポート、又は電話用ジャック等の入力、或いはその他のこうした有線入力に

することも可能であり、ここでも、必要であればアダプタが利用される。

  無線手法については、赤外線（ＩＲ）と、マイクロ波と、無線周波数（ＲＦ）

、例えばブルートゥース（Ｒ）又は８０２．１１プロトコルと、レーザを含む光

学手法と、その他のこうした手法とを使用することができる。患者又は被験者は

、スタイラス、キーパッド、ＰＣからの同期化、又は下で説明するその他の様々

な手法等により、データを手動で入力することもできる。

  本発明の大きな利点は、オプションアダプタを使用することで、このシステム

が、現行又は従来のＨＭＤに対応し、更に、将来のこうしたシステムに適合する

能力を維持することである。

      【００１７】

  本発明の他の利点は、以下の一つ以上を含む。本発明の実施形態は、患者が旅

行中の時、或いはその他の事由で通信の「有線」手段から離れている時に使用す

ることができる。本発明により、以前はデスクトップのいわゆる「有線」コンピ

ュータシステムによりのみ達成されたレベルの精度での、ワイヤレス健康状態モ

ニタリングが可能になる。本発明は、プロトコルに依存しない。

  ＷＷＤとバックエンドサーバとの対話は、本発明の特定の実施形態において、

大きな追加利点を提供する。特に、バックエンドサーバと比較すると相対的に少

量である現在ＷＷＤに設けられているメモリは、特に、計算能力、処理能力、及

びユーザインタフェースに関して、ＷＷＤ上で実行するアプリケーションの機能

を厳しく制限する。バックエンドに大きなアプリケーション機能を提供すること

で、ＷＷＤ（つまり「フロントエンド」）で必要になるメモリ及び処理能力は少

なくなる。そのため、ＷＷＤにおいて、メモリは、ユーザ要件に従って、強化し

たユーザインタフェース又はその他の目的のために使用することができる。

      【００１８】
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  本発明の実施形態による方法において、患者は、特定のインターネットサイト

、及びインターネット上に位置するリモートサーバに常駐するソフトウェアプロ

グラムに接続し、その患者のための対話型ユーザインタフェースと、生理学的デ

ータの測定用のアプリケーションとをダウンロードする。このソフトウェアは、

公知の方法での同期化動作を介して、パーソナルコンピュータからＷＷＤにダウ

ンロードすることもできる。このソフトウェアは、ユーザ用に個人化された表示

を提供し、ＷＷＤへの包括入力／出力ポートを介して接続されたデバイスを制御

及びモニタするようにＷＷＤを設定する。このソフトウェアは、ＷＷＤの小型デ

ィスプレイ画面の制約に適するように設計することができる。このソフトウェア

は、患者からの入力又はその他の入力と共に、患者に提示される情報の様式、内

容、及び表示を制御可能であり、測定又は入力データは、医療提供者による検討

、或いはソフトウェアアルゴリズム又はアプリケーションによる検討のために格

納することができる。このアルゴリズムは、情報の受領を通知するだけの単純な

プログラムから、エキスパートシステム、協調フィルタリングシステム、ルール

ベースシステム、事例ベースシステム、又はその他のこうした人工知能アプリケ

ーション等の人工知能アルゴリズムまで、様々な複雑性のものにすることが可能

である。

      【００１９】

  手動で入力した重宝を含め、その他の情報を患者へ又は患者から提供すること

ができる。患者は、この情報を、パーソナルコンピュータを介して入力すること

が可能であり、その後、パーソナルコンピュータは、Ｐａｌｍ  ＰＤＡデバイス

のもの等の標準プロトコルを使用した同期化動作を介して、ＷＷＤに入力情報を

ダウンロードすることができる。

  ユーザは、インターネットを介してサーバに独立して接続されたＰＣを介して

、補足情報を入力することもできる。こうした補足情報は、ＷＷＤ上で入力する

のが困難又は不都合なデータを含むことができる。これにより、患者には、ＷＷ

Ｄに入力したデータを補足するデータを操作する便利な環境を与えることができ

る。更に便利なユーザインタフェース、つまり、患者が話しかけることができる

ものを可能にするために。音声処理テクノロジの配備を使用することができる。
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      【００２０】

  これらのすべてに関して、ＷＷＤのポータブルである態様が重要であり、すな

わち、ユーザは、どこへ行こうとも、一緒にＷＷＤを持ち運び、必要なときにデ

ータ入力することができる。

  その他の態様、特徴、及び利点は、上述した概要と、図及び特許請求の範囲を

含めた以下の説明とから明らかになる。

      【００２１】

【発明の実施の形態】

（好適な実施形態の詳細な説明）

  本明細書では、明確化のために、様々な頭字語が使用される。定義について、

下で説明する。

  「ＨＭＤ」という用語は、生理学的センサが付いたデバイスのみでなく、キー

パッド、マウス、ポインタ、圧力センサ、或いは、患者又はユーザが、希望する

パラメータのデータ入力を実行するために利用可能なその他の入力が付いたデバ

イスを包含することができる。一般に、ＨＭＤは、健康状態パラメータを決定す

る何らかの手段を含む。

      【００２２】

  疾病管理の実施形態において、ＨＭＤは、血糖値モニタ、血圧モニタ、移動式

ＥＣＧ記録計、呼吸モニタ、温度又は心拍数モニタ、その他にすることができる

。

  健康な生活様式管理の実施形態において、ＨＭＤは、トレッドミル、ローイン

グマシン、ステッパ、エクササイズサイクル、或いはその他の有酸素又は無酸素

運動用具を含むエクササイズマシン、或いは、温度、心拍数、血圧、仕事量、又

は実行した仕事の速度に関するモニタを含むモニタにすることができる。

  本明細書で使用される「被験者」という用語は、主に人間の被験者を示す。こ

れは、医師の治療を受けている内科患者、栄養及び運動の正確な記録により健康

を維持することに関心がある人物、及びその他にすることができる。「ユーザ」

という用語は、一般に、デバイスのユーザを指すために使用され、被験者と同義

語になる場合があり、或いは代わりに、被験者の介護者その他になる場合がある
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。「患者」という用語は、医師の治療を受けている人に加え、健康な生理学的バ

ランスを維持することに関心のある「正常」又は健康な個人を指すためにも使用

される。

      【００２３】

  「信号通信」という用語は、接続が例えば電磁気によるもので、この接続によ

り一方のコンポーネントから別のコンポーネントへ情報を受け渡すことが可能な

であるコンポーネント間における任意のタイプの通信を意味するために使用され

る。この用語は、「結合」、「接続」、「情報通信」、「データ通信」、及びそ

の他と同様の形で使用される場合がある。以下は、信号通信方式の例である。無

線手法については、入力／出力ポートに互換性がある場合は、標準のバス又はシ

リアルケーブルが使用可能であり、互換性がない場合は、オプションアダプタを

利用することができる。無線手法については、ＩＲと、マイクロ波と、ブルート

ゥース（Ｒ）又は８０２．１１プロトコル等のＲＦと、レーザを含む光学手法と

、その他のこうした手法とを使用することができる。患者又は被験者は、スタイ

ラス又はキーパッド、或いは上記及び下記で説明されるその他の様々な手法によ

り、手動でデータを入力することもできる。

      【００２４】

  「包括入力／出力ポート」という用語は、任意のタイプの従来型、標準型、ユ

ニバーサル、ストックタイプ、消費者向け、或いは「既製」タイプのデータ入出

力ポートを意味するために使用される。これは、有線及びワイヤレスポートの両

方を含むことができる。更なる説明については、下で行う。

  次に、本発明の様々な実施形態について、更に詳細に説明する。

      【００２５】

  図１を参照すると、本発明のシステムが、患者又は被験者３６からの健康状態

データをモニタリングすることに関して表示されている。このシステムは、下で

更に詳細に説明するワイヤレス健康状態モニタリング装置（「ＷＨＭＡ」）１０

を含む。ＷＨＭＡ１０は、ワイヤレス形式でワイヤレス接続ポイントオブプレゼ

ンス（「ＰＯＰ」）１９にリンクされ、ＰＯＰ１９は、少なくとも、サーバ１７

に結合された基地局アンテナ１５を含む。サーバ１７は、次に、有線又は無線（
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表示なし）インターネット２１に接続され、これは、ワールドワイドウェブを含

むことができる。

      【００２６】

  図２を参照すると、ＷＨＭＡ１０の第一の実施形態が表示されている。ＷＨＭ

Ａ１０は、ＨＭＤ１１を含み、ＨＭＤ１１は、オプションアダプタ４２を介して

ＷＷＤ１２に結合されるオプションモニタ画面４０を含むことができる。ＷＷＤ

１２は、アンテナ６０を介してワイヤレスで基地局１５（図１参照）に接続する

。ＷＷＤ１２の一機能は、ユーザインタフェースを提供することであり、その他

の機能については、下で説明する。

      【００２７】

  前記のように、ＨＭＤ１１は、生理学的センサ２４を含むことが可能であり、

或いは、接続３４を介した生理学的データの入力用の手動システム３６を含むこ

とができる。手動システム３６は、接続３２を介してＷＷＤ１２に直接データを

入力するためにも使用できる。手動システム３６は、例えば、キーボード３０と

、マウス２６と、ペンタイプデバイス２８とを含むことが可能であり、セパレー

トモニタ（表示なし）を利用することもできる。当然ながら、ユーザは、モニタ

４０上で、或いはＷＷＤ１２の画面４１上で、情報を閲覧することもできる。多

くの実施形態においては、Ｐａｌｍ（Ｒ）等の多くの現行のＰＤＡに採用されて

いるスタイラスベースのシステムが、こうした手動のデータ入力にとって好適で

ある場合がある。

      【００２８】

  データは、コンピュータ３７上のエントリを介して入力することもできる。こ

のデータは、その後、公知の方法でＷＷＤ１２へ同期化することができる。或い

は、コンピュータ３７、又は別のコンピュータ（図４のコンピュータ３７’を参

照）は、有線インターネットを使用してサーバに接続するために使用することが

できる。この使用法は、患者の病歴等、大量のデータを入力する時に特に有利と

なる場合がある。前記のように、これにより患者には、ＷＷＤへのデータ入力を

補足するデータを操作する更に便利な環境を与えることができる。

      【００２９】
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  当業者にとって明らかであるように、この開示内容から、ケーブル３２と、ケ

ーブル３３及び４４とは、信号をワイヤレスで通信するために、ワイヤレス回路

に置き換えることができる。

  医療デバイス及びアプリケーションに関して、生理学的センサ２４は、例えば

、医師の必要に応じて、血糖値、血圧、心拍数、又はその他の任意の望ましいパ

ラメータを測定するのに適切なセンサを含むことができる。センサ２４は、オプ

ションケーブル４４を介して被験者３８に接続することができる。或いは、セン

サ２４は、ＨＭＤ１１の末端部にすることが可能であり、つまり被験者３８の位

置又は被験者３８の内部に置くことができる。言い換えれば、ケーブル４４が利

用される場合、センサ２４は、ケーブル４４の近接部又は末端部にすることがで

きる。ワイヤレス通信機能が追加される場合、センサ２４は、ＨＭＤ１１又はＷ

ＷＤ１２と物理的に接触する必要が全くない。つまり、センサ２４は、健康状態

パラメータを測定することが可能であり、センサ２４をワイヤレス健康状態モニ

タリング装置１０とワイヤレスで通信させることができる。利用可能な短距離ワ

イヤレス通信方式は、赤外線、ブルートゥース又は８０２．１１を含む無線周波

数、或いはその他のこうした方式を含むことができる。

      【００３０】

  センサのタイプの例として、血糖値を測定するために、センサ２４は、例えば

フィンガピックを介して、一滴の血液を受け入れるセンサにすることができる。

心拍数を測定するためには、センサ２４は、胸部に配置する接着式センサにより

配置することができる。測定データが、例えば下で更に詳細に説明するオプショ

ンアダプタ４２を介して、ＷＷＤ１２に伝送されるか、或いは、例えばディスプ

レイから、ユーザにより読み取られ、ＷＷＤ１２に手動で入力される限り、その

他の健康状態モニタも、利用することができる。或いは、測定データは、ブルー

トゥース（Ｒ）又は８０２．１１を含むＲＦ、赤外線、光学、マイクロ波、その

他のワイヤレス通信方式を介して、下で更に詳細に説明するように、センサ２４

又はＨＭＤ１１から直接ＷＷＤ１２へ伝送することができる。

      【００３１】

  被験者３８と同一の人物又は同一でない人物である可能性があるユーザは、履
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歴又は経験から、ＷＷＤ１２にデータを入力することができる。例えば、健康状

態又はエクササイズデバイスにおいて、被験者３８が公知のカロリ数を消費した

場合、この情報は、手動システム３６を介して、ＷＷＤ１２又はＨＭＤ１１に直

接入力できる。更に、ユーザ、被験者、及びセンサは、唯一の情報源である必要

はない。サーバ又は健康状態管理のために運用される別個のサーバに格納された

データは、被験者３８の健康に関する利益を生み出すために利用することができ

る。

      【００３２】

  図３を参照すると、インターネットとワイヤレスで通信するＷＨＭＡ１０が、

表示されている。これを行う際、ＷＨＭＡ１０は、一般に、サーバ１８に接続さ

れる基地局１４に（公知の方法で）ワイヤレス信号を送信し、このサーバ１８は

、インターネットと（公知の方法で）信号通信する状態にある。サーバ１８は、

プロトコルを介して（公知の方法で）インターネット２０と通信し、インターネ

ット２０も、プロトコルを介して（公知の方法で）アプリケーション６２を実行

するサーバ２２と通信する。サーバ２２は、接続６４を通じて、クライアントコ

ンピュータ４４により（公知の方法で）アクセスすることができる。

      【００３３】

  前に述べたように、データ通信のプロトコルは、公知のものである。しかしな

がら、現在のところ、公知の手法は様々である。本発明は、任意の特定のプロト

コルに限定されず、ＷＷＤ及びサーバによりサポートされる任意の言語において

実施することができる。当然ながら、計算能力が向上を続けるにしたがって、Ｗ

ＨＭＡ１０と、サーバ１８及び２２と、アプリケーション６２及びクライアント

４４と、その他のコンポーネントとの能力は、対応して向上することが予想され

る。

      【００３４】

  サーバ２２で実行されるアプリケーション６２は、多数の方法でＷＨＭＡ１０

と対話することができる。図４を参照すると、接続７２を介してサーバ２２と信

号通信する状態にあるＷＨＭＡ１０が、表示されている。接続７２は、ワイヤレ

スインターネット接続と介在する経路とを概略的に表している。ＷＨＭＡ１０は
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、二種類のコンポーネント、つまり基本ワイヤレス又はデバイスアプリケーショ

ン７０とアプリケーションプレゼンテーションレイヤ又はユーザインタフェース

６８とを有すると考えることが可能なアプリケーションを含む。ユーザインタフ

ェース６８は、例えば、オプションのメニューをユーザに提示するため、ユーザ

による入力の選択を可能にするため、及びデバイスを全般的に操作するため等に

利用される。ユーザインタフェース６８は、複雑さにおいて、例えば、単純なデ

ータ入力フィールドから、完全なグラフィカルユーザインタフェースまで、大き

く変化させることが可能である。こうしたアプリケーションは、センサ２４から

、及び手動入力３６からのデータを、入力として受け入れることができる。

      【００３５】

  サーバ２２は、基本サーバアプリケーション６２を有し、これによりサーバ２

２は、ＷＨＭＡ１０からのデータに少なくとも部分的に基づく応答を計算又は提

供する。アプリケーション６２は、ＨＭＤからのデータを分析するアルゴリズム

６３を含むことが可能であり、アプリケーション６２又はアルゴリズム６３は、

外部データソース７４からのデータに随意的にアクセスすることが可能で、人工

知能システム７６を更に参考にすることができる。

      【００３６】

  外部データソース７４は、健康及び不健康な体重／身長範囲と、健康及び不健

康なコレステロール値と、患者又は被験者のこれまでの病歴又は健康状態履歴と

、健康及び不健康な血圧値と、カロリ及びその他の食物の栄養含有量と、様々な

運動のカロリ消費値に対応する情報と、様々な健康状態パラメータを計算するア

ルゴリズムと、その他と等、健康状態データを格納するメモリ又はディスク或い

はその他のこうしたストレージにすることが可能である。一般には、被験者又は

患者の健康にとって利益となる可能性がある任意のデータを、外部データソース

７４に格納することができる。外部データソース７４は、外部のウェブサイト、

ＦＴＰサーバ、又はその他のソースからの健康情報へのオンラインアクセスを含

むこともできる。

      【００３７】

  現行のＷＷＤで利用可能なメモリ及びストレージは、現在のところ比較的少量
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であることから、アプリケーション６２によるもののような外部アプリケーショ

ン処理、及び外部データ７４によるもののような外部データストレージは、特に

重要となる場合がある。

  前に述べたように、アプリケーション６２又はアルゴリズム６３は、健康上の

利益に関する提案について、ＡＩシステム７６を参考にすることもできる。ＡＩ

システム７６は、外部データソース７４と対話し、ここから有益な情報を抽出す

ることもできる。ＡＩシステム７６は、例えば、事例に基づく推論、ルールベー

スシステム、協調フィルタリング、ニューラルネットワーク、エキスパートシス

テム、又はその他の公知であるこうしたシステムを利用することができる。

      【００３８】

  更に注意するべき点として、アプリケーション６２、アルゴリズム６３、外部

データソース７４、又はＡＩシステム７６は、それぞれ、例えばストレージ又は

マルチ処理の目的で、一つ以上のサーバ上、例えばサーバのアレイ上に、物理的

に常駐することができる。アプリケーション６２、アルゴリズム６３、外部デー

タソース７４、又はＡＩシステム７６のそれぞれ、或いはそれぞれの組み合わせ

は、異なるサーバに個別に常駐することもできる。

      【００３９】

  サーバアプリケーション６２がワイヤレスアプリケーション７０と対話する範

囲は、そのシステムに与えられた用途に応じて変化する。例えば、対話の少ない

実施形態において、デバイスアプリケーション７０は、糖尿病患者の血糖値を測

定し、これをサーバアプリケーション６２に報告する動作をすることができる。

この場合、医師は、単に、測定値を検討し、その値が許容できるかどうかを報告

する電子メールを患者に送信する。対話性が高い実施形態においては、患者は、

多数のＨＭＤ１１を、オプションアダプタを介してＷＷＤ１２に接続することが

可能であり、ワイヤレスアプリケーション７０は、これに対応して、大量の健康

状態データをサーバアプリケーション６２に送信する。次に、医師は、サーバア

プリケーション６２にアクセスし、接続７２を介して詳細な治療プランを介護者

に送信する。受領データは、アルゴリズム６３、外部データソース７４、及びＡ

Ｉシステム７６を使用して分析することができる。この意味において、二つのア
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プリケーションは、対話性が高くなる可能性がある。

      【００４０】

  なお、アプリケーションサービスプロバイダ（ＡＳＰ）は、アプリケーション

６２を運用することが可能である。つまり、アプリケーション６２は、ＡＳＰが

医療提供者にリースすることが可能であり、このＡＳＰは、アプリケーション６

２及びその関連コンポーネントに必要なすべてのアップグレード及びメンテナン

スを行うことができる。

  システムを初期化するためには、プログラムが、開始され、ワイヤレスアプリ

ケーションは、ＷＷＤにロードされる。ワイヤレスアプリケーションのロードは

、デスクトップからの同期化を介して、或いはインターネット上のサーバからの

ダウンロードを介して、発生させることが可能である。サーバアプリケーション

は、適切なインターネット接続サーバにロードされる。被験者データは、ＷＷＤ

又はサーバにロードすることができる。後者の場合、被験者情報は、後でＷＷＤ

に伝送されるか、或いはアプリケーションの要求に応じて、サーバからＷＷＤに

伝送される。初期化スキームは、ここで終了する。

      【００４１】

  ワイヤレスアプリケーションは、それぞれのプログラム命令に応じて、サーバ

及びサーバアプリケーションにアクセス可能であり、或いはその逆も同様である

。次に、（１）疾病及び患者管理のシステム及び（２）エクササイズマシンを利

用した健康状態管理に関するシステムの例について説明する。

  疾病管理に関するシステムを利用する例

  図５を参照すると、疾病及び患者管理のシステムに関する例が示されている。

この図、及び図６において、波線のボックスは、一般に、オプションとみなすこ

とができる。

      【００４２】

  図５において、医療デバイスは、健康状態パラメータを決定することが可能で

あり、オプションである医師による検討が提供される。健康状態パラメータは、

ユーザの手動入力により決定することもできる。

  プログラムが開始され（ステップ１４２）、センサは、健康状態パラメータを
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測定する（ステップ１１６）。このセンサは、パラメータを医療デバイスに送信

する（ステップ１１８）。この医療デバイスは、次に、パラメータをＷＷＤに送

信する（ステップ１２０）。このＷＷＤは、次に、例えばワイヤレスウェブを介

して、パラメータをアプリケーションサーバに、ワイヤレスで通信する（ステッ

プ１２２）。このアプリケーションサーバは、パラメータを処理し（ステップ１

２４）、少なくとも部分的にはパラメータに基づいて、応答を計算又は提供する

（ステップ１２６）。このアプリケーションサーバは、この計算において、随意

的に、アルゴリズム６３（ステップ１２５）、外部データ（ステップ１３２）、

又はＡＩシステム（ステップ１３４）を利用することができる。このアプリケー

ションサーバは、次に、応答をＷＷＤに送信し（ステップ１２８）、ＷＷＤでは

、この応答が表示される（ステップ１３０）。

      【００４３】

  注意するべき点として、ここで全般的に使用される「応答」という用語は、単

に、パラメータがアプリケーションサーバにより受領されたことの確認にするこ

とができる。「計算」という用語も、全般的に使用され、単純な計算及び複雑な

計算を伴う場合がある。結果は、例えば、計算の結果にすることができる。

  前に述べたように、センサは、任意のタイプの医療デバイス、或いは患者の疾

病又は状態に関する情報を確認できる他のこうしたデバイスに接続することがで

きる。パラメータは、こうした情報に対応する任意の値にすることができる。

      【００４４】

  この方法は、表示のように、手動入力を使用することもできる。この場合、ア

プリケーションの開始（ステップ１４２）後、ユーザは、ＷＷＤと対話すること

ができる（ステップ１４０）。この対話は、データ入力と、医療デバイスからデ

ータを読み込むコマンドと、医師の質問又は説明に対する返答と、医師の通知の

受領確認と、その他とにすることができる。このアプリケーションサーバによる

計算では、ユーザにより、例えばインターネットを通じて有線形式で直接サーバ

に送信された補足データを更に考慮することができる（ステップ１４１）。

      【００４５】

  図５は、更に、医師の検討と通知を表示している。このオプションにおいて、
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応答は、アプリケーションサーバと信号通信するクライアントコンピュータに表

示される（ステップ１３６）。医師は、その後、クライアントコンピュータ上の

応答を検討し、患者に応答を通知する（ステップ１３８）。例えば、医師は、患

者に肯定的又は否定的な応答を通知することができる。当然ながら、注意するべ

き点として、「クライアントコンピュータ」は、単純に、ポケットベル（登録商

標）、ＰＤＡ、ＷＷＤ、又はその他のこうしたデバイスにすることが可能であり

、更に一般的なデスクトップ又はラップトップコンピュータにすることもできる

。

      【００４６】

  一実施において、糖尿病患者は、サーバ上に食事履歴及び血糖履歴のデータベ

ースを保持することができる。このデータをワイヤレスですぐに利用できるため

、糖尿病患者は、食物に関する入力情報をＷＷＤに入力し、これをワイヤレスで

サーバに伝送し、サーバからのアドバイスを受領することで、特定の食物を食べ

るべきかどうかを選択することができる。このアドバイスは、食物に基づくもの

にすることが可能であり、更には、血糖値モニタ、及び存在する場合は手動で入

力されたデータを含む過去にワイヤレスで伝送されたデータ又は情報と、アルゴ

リズム６３、外部データソース７４、及びＡＩシステム７６からのデータとに基

づくものにすることができる。

      【００４７】

  一般的なエクササイズマシンを使用した健康状態管理に関するシステムを利用

する例

  図６を参照すると、健康状態、栄養、及び又は運動管理のシステムに関する例

が示されている。この例において、ＨＭＤは、上で用語の定義を行ったエクササ

イズマシンである。

  プログラムが開始され（ステップ２４２）、センサは、健康状態パラメータを

測定し（ステップ２１６）、この健康状態パラメータは、健康状態、フィットネ

ス、栄養、運動、及びその他に対応する。このセンサは、パラメータをエクササ

イズマシンに送信することができる（ステップ２１８）。ここで、「センサ」は

、例えば血圧モニタにすることが可能だが、走った距離、実行した仕事量、及び
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その他を追跡する有酸素運動用具に接続される単純なデバイスにすることも可能

であると理解される。

      【００４８】

  このエクササイズマシンは、次に、パラメータをＷＷＤに送信する（ステップ

２２０）。このＷＷＤは、例えばワイヤレスウェブを介して、パラメータをアプ

リケーションサーバに、ワイヤレスで通信する（ステップ２２２）。

  パラメータを入力する代替又は相補的方法は、ユーザの入力によるものである

（ステップ２４８）。例えば、ユーザは、エクササイズマシン又はＷＷＤに、こ

のパラメータを入力することができる。このパラメータは、事項した運動の量、

摂取した食べ物の量、及びその他に対応させることができる。

  このアプリケーションサーバによる計算では、ユーザにより、例えばインター

ネットを通じて有線形式で直接サーバに送信された補足データを更に考慮するこ

とができる（ステップ２４１）。

      【００４９】

  このアプリケーションサーバは、パラメータを処理し（ステップ２２４及び随

意的にステップ２２５）、少なくとも部分的にはパラメータに基づいて、応答を

計算する（ステップ２２６）。このアプリケーションサーバは、この計算におい

て、随意的に、外部データ（ステップ２３２）又はＡＩシステム（ステップ２３

４）を利用することができる。このアプリケーションサーバは、次に、応答をＷ

ＷＤに送信し（ステップ２２８）、ＷＷＤでは、この応答が表示される。

      【００５０】

  前に述べた「応答」、「計算」、「センサ」、及びその他の用語に関する定義

の説明は、この実施形態においても同様に適用される。

  随意的なステップとして、医療従事者は、自分のクライアントコンピュータに

応答が表示された後（ステップ２３６）、この応答を患者又は被験者に通知する

ことができる（ステップ２３８）。この例において、医療従事者は、アルゴリズ

ムを更に含むことが可能なアプリケーションに置き換えることができる。

      【００５１】

  アダプタハードウェア
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  特定のタイプのアダプタハードウェアに関する説明を以下に述べる。前に述べ

たように、このアダプタは、ＨＭＤをＷＷＤに接続するために、随意的に使用す

ることができる。

  一般に、ＨＭＤ１１とＷＷＤとの間では、接続が必要となる。この接続の性質

は、変化させることができる。例えば、この接続は、有線又はワイヤレスにする

ことができる。有線システムに関して、この接続は、直接接続にすることが可能

であり、或いは、信号を適切に合わせるために、直接有線接続の一方又は両方の

端部において、アダプタを利用することができる。同じように、ワイヤレスシス

テムに関して、この接続は、ＨＭＤとＷＷＤとの両方が同じワイヤレスプロトコ

ルを利湯尾する場合、直接接続にすることが可能であり、或いは、一方又は両方

のデバイスの信号を修正するために、アダプタを関与させることができる。こう

した接続は、そのすべてが本発明に包含され、下で更に詳細に説明される。

      【００５２】

  図７を参照すると、この接続の実施形態が表示されている。この図では、ハー

ドウェア（又は「有線」）接続が表示されており、つまり、ＨＭＤ１６０とＷＷ

Ｄ１６２との間に配置されたアダプタ１６８が表示されている。ほとんどの状況

において、ＨＭＤの変化の幅は、ＷＷＤの変化の幅よりも広いと考えられる。し

たがって、ＨＭＤ１６０は、入力／出力用の様々なタイプのコネクタの一つを有

する可能性が高く、ここではコネクタ１６４として表示されている。コネクタ１

６４は、アダプタ１６８のコネクタ１７２とつながる。アダプタ１６８のもう一

つのポイントは、ＷＷＤ１６２の包括入力／出力ポート１６４’に接続するため

のコネクタ１７２’である。ケーブル１７０は、二つのコネクタの間に配置され

、ケーブル１７０は、望ましい場合は、アダプタ回路を含むことができる。

      【００５３】

  当然ながら、ＨＭＤ１６０とＷＷＤ１６２との間でのアダプタ１６８の用途及

び構造は、こうした通信に関する工業規格の普及等の要素に応じて変化する。言

い換えれば、ＨＭＤ１６０の出力が、ＷＷＤ１６２により直ちに受け入れられる

場合、この出力は、直接接続すること、或いは単純なケーブルを介して接続する

ことが可能であり、この出力は、基本的にはＰｉｎ－ｔｏ－Ｐｉｎで延長される
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。例えば、ＨＭＤとＷＷＤとの間の入力／出力ポートは、ＲＳ２３２等にするこ

とが可能であり、これらに互換性がある場合は、標準のパラレルバス又はシリア

ルケーブルを使用することができる。そうでなければ、前に述べたような適切な

アダプタ回路を利用することができる。この接続は、データ入力用のディスクド

ライブ又はその他メディアの入力、ＵＳＢポート、又は電話用ジャック等の入力

、或いはその他のこうした有線入力にすることも可能であり、ここでも、必要で

あればアダプタ回路が利用される。

      【００５４】

  例として述べると、現在最も普及しているＰＤＡのいくつかは、Ｐａｌｍ（Ｒ

）オペレーティングシステムを採用している。これは、いくつかの利用可能なネ

ットワークの一つを使用して、ワイヤレスの形でインターネットに接続すること

ができる。Ｐａｌｍ（Ｒ）デバイスの一バージョンにおいては、１０ピンのＲＳ

－２３２シリアルポートが設けられている。このバージョンのＰａｌｍ（Ｒ）に

おいて、ポート１６４’は、以下のピン配列に従って、オプションアダプタ１６

８を介して、ＨＭＤ１６０及びコネクタ１６４と通信するために使用できる。

      【００５５】

ピン名前          機能                            .

１ＤＴＲ          データ端末レディ信号

２ＶＣＣ          ３．３ボルト

３ＲＤ（入力）    受信データ

４ＲＴＳ（出力）    送信要求

５ＴＤ（出力）    送信データ

６ＣＴＳ（入力）    送信可

７ＧＰ１（入力）    割り込み線

８ＧＰ２（入力）    モデム同期

９未使用            未使用

１０ＧＮＤ            信号用接地                      ．

  オプションアダプタ１６８のもう一方の側、つまりＨＭＤ１６０において、コ

ネクタ１６４は、更に大きく変化する可能性がある。なお、特定のエクササイズ
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マシンには、ＤＢ９又はＤＢ２５  ＲＳ２３２シリアルコネクタが装備されてい

る。この場合、ピン配列は、次の通りである（ＤＢ２５に関する）。

      【００５６】

ピン名前      機  能                                            .  

１－      保安用／シールド接地

２ＴＤ      送信データ（又はＴｘＤ、Ｔｘ）

３ＲＤ      受信データ（又はＲｘＤ、Ｒｘ）

４ＲＴＳ      送信要求

５ＣＴＳ      送信可

６ＤＳＲ      データセットレディ

７ＳＧＮＤ      信号用接地

８ＣＤ      キャリア検出（又はＤＣＤ）

９      データセットテストのために予約

１０      データセットテストのために予約

１１              未割当

１２ＳＤＣＤ従局キャリア検出

１３ＳＣＴＳ従局送信可

１４ＳＴＤ      従局送信データ

１５ＤＢ      送信クロック（又はＴＣＬＫ、ＴｘＣＬＫ）

１６ＳＲＤ      従局受信データ

１７ＤＤ      受信クロック（又はＲＣＬＫ）

１８ＬＬ      ローカルループバック

１９ＳＲＴＳ従局送信要求

２０ＤＴＲ      データ端末レディ

２１ＲＬ／ＳＱ信号品質検出／リモートループバック

２２ＲＩ      リングインジケータ（検出された入力コールが自動応答

                    アプリケーションに使用される時、ＤＣＥが呼び出す）

２３ＣＨ／ＣＩ信号速度選択

２４ＤＡ      補助クロック（又はＡＣＬＫ）
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２５      見割当                                        .

      【００５７】

  接続は、適切なピン又は相補的なピンを一致させるために、ケーブル１７０内

、又はその内部の回路ボックス内等にアダプタ回路が付いたオプションアダプタ

１６８を提供することで単純に行われる。

      【００５８】

  独自のコネクタに接続されるデバイスに関するもの等、別の実施形態において

は、標準的ではない、場合によりは独自のピン配列が必要になる。

  図８を参照すると、ＷＨＭＡ１０のワイヤレス実施の実施形態が表示されてい

る。図８において、ＨＭＤ１６０とＷＷＤ１６２との間に、ワイヤレス接続が表

示されている。ＨＭＤ１６０は、内部に配置された一体型ワイヤレス変調装置／

復調装置を有することができる（表示なし）。しかしながら、多くの場合は、Ｈ

ＭＤ１６０は、こうした機能を実行する接続可能なアダプタ１５４を有する。ア

ダプタ１５４は、ＨＭＤ１５０のコネクタ１６５に差し込むことができる。ＷＷ

Ｄ１６２は、一体型ワイヤレス変調装置／復調装置（表示なし）を有することが

できるが、このコンテクストにおいて、アダプタを使用することもできる。アダ

プタが使用される場合、これは、包括入力／出力ポート１６４’に差し込むこと

ができる。

      【００５９】

  図８に表示されるデバイスは、一般的なワイヤレス通信のコンテクストにおい

て説明されているが、様々なプロトコルを利用することが可能である。無線周波

数通信に関しては、ブルートゥース（Ｒ）又は８０２．１１等のプロトコルを、

有利に利用することができる。同様の構成を利用するその他の手法には、ＩＲ、

マイクロ波、レーザを含む光学手法、及びその他を利用するものが含まれる。

  上記は、単なる例であり、アダプタの形態は、ＨＭＤとＷＷＤとの間で大きく

変化させることができると理解するべきである。

      【００６０】

  「患者データモニタリングをワイヤレスインターネット接続と組み合わせた健

康状態及び疾病管理のための方法及び装置」についての上記の説明が本発明の特
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定の実施形態に基づきなされたことは理解されよう。この説明は、本発明の目的

を完全に達成し得るが、本説明が、想到される本発明の広範な範囲を代表するも

のに過ぎず、上述した各実施形態のさまざまな変形が、当業者には理解され又は

理解され得、或いは明らかであり又は明らかになり得、かかる変形が、完全に本

発明の広範な範囲の中にあることは理解されよう。例えば、本明細書では、特定

のワイヤレス技術について説明したが、その他のこうしたワイヤレス技術を利用

することもできる。更に、様々なタイプの医療デバイスについて述べたが、パル

スオキシメータ、シリンジドライバ、輸液ポンプ、肺活量計、人工呼吸器、麻酔

モニタ等を含めその他数多くのタイプのものを、本発明の実施形態において使用

することが可能である。したがって、本発明の範囲は、前記特許請求の範囲と、

その同等物とによりのみ制限される。特許請求の範囲において、単数形の要素へ

の言及は、明示的な記載がない限り「単一且つ唯一」を意味するものではない。

むしろ、これは、「一つ以上」を意味するものである。当業者には公知の或いは

後に公知になる上述した好適な実施形態の全ての構造的及び機能的同等物は、出

典を明記することにより明確に本願明細書の一部を構成する共に、本特許請求の

範囲に包含されるものである。更に、デバイス又は方法は、本特許請求の範囲に

包含されるためには、本発明により解決しようとするあらゆるすべての問題に対

処する必要はない。更に、本発明の要素、コンポーネント、又は方法のステップ

は、こうした要素、コンポーネント、又は方法のステップが特許請求の範囲にお

いて明示的に記載されているかどうかに関係なく、公衆に献呈されるものではな

い。本明細書の特許請求の範囲の要素は、その要素が「のための手段」という語

句を使用して明確に記載されていない限り、合衆国法典第３５巻（３５Ｕ．Ｓ．

Ｃ．）第１１２条第６段の規定の下で解釈されるべきではない。請求項は次の通

りである。

【図面の簡単な説明】

    【図１】

  本発明による、ワイヤレス健康状態モニタリングシステムの一般的な実施形態

を示す図である。

    【図２】
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  図１のシステムのワイヤレスアンテナまでを示した、本発明による、ワイヤレ

ス健康状態モニタリング装置の実施形態を示す図である。

    【図３】

  本発明による、健康状態モニタリングシステムのバックエンドの実施形態を示

す図である。

    【図４】

  本発明の実施形態によるデータフロー図である。

    【図５】

  本発明による、ワイヤレスアプリケーション及びサーバアプリケーションで使

用する方法の実施形態を示す図であり、疾病及び患者管理について同じものが実

施される。

    【図６】

  本発明による、ワイヤレスアプリケーション及びサーバアプリケーションで使

用する方法の実施形態を示す図であり、健康状態管理について同じものが実施さ

れる。

    【図７】

  オプションアダプタを共に表示した、ＨＭＤとＷＷＤとの間の有線接続の実施

形態を示す図である。

    【図８】

  オプションアダプタを共に表示した、ＨＭＤとＷＷＤとの間のワイヤレス接続

の実施形態を示す図である。
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【手続補正書】

【提出日】平成１４年７月２日（２００２．７．２）

【手続補正１】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

      【請求項１】  患者の状態又は状

況をモニタリングするワイヤレス健康状

態モニタリングシステムであって、

  包括入力／出力ポートを有する第一の

通信ポートと、ネットワークとのワイヤ

レス通信のための回路を有する第二の通

信ポートとを含むインターネット対応ワ

イヤレスウェブデバイスにして、

患者の状態又は状況に対応し且つ健康状

態パラメータ決定手段により決定される

健康状態パラメータと、

    デバイスアプリケーションと、

    ユーザインタフェースと、

を格納するように構成されるインターネ

ット対応ワイヤレスウェブデバイスと、

  コンピュータ可読媒体上に常駐し、ワ

イヤレスネットワークと通信するサーバ

上に配置されるサーバアプリケーション

にして、サーバに、

決定された健康状態パラメータを受領さ

せ、
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    少なくとも部分的には決定された健

康状態パラメータに基づいて、応答を計

算させ、

前記応答をインターネット対応ワイヤレ

スウェブデバイスに提供させる、

サーバアプリケーションと、

  を備えるワイヤレス健康状態モニタリ

ングシステム。

    【請求項２】  包括入力／出力ポー

トが、ワイヤレス通信のためのポートを

含む請求項１記載のシステム。

    【請求項３】  包括入力／出力ポー

トにより利用されるワイヤレス通信方式

が、無線周波数または赤外線を使用する

請求項２記載のシステム。

    【請求項４】  利用されるワイヤレス

通信方式が、ブルートゥースプロトコル

または８０２．１１プロトコルを使用す

る請求項３記載のシステム。

    【請求項５】  包括入力／出力ポート

が、シリアルまたはパラレル通信用ポー

トを含む請求項１記載のシステム。

    【請求項６】  インターネット対応

ワイヤレスウェブデバイスが、インター

ネット対応携帯電話と、オプションとし

て実施されるワイヤレス機能又は一体型

ワイヤレス機能を有するハンドヘルド、

パーム、又はラップトップコンピュータ

と、ハンドヘルドコンピュータ及び携帯
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電話のハイブリッドデバイス及びワイヤ

レス機能付きの携帯型デジタル補助機器

からなる群から選択される請求項１記載

のシステム。

    【請求項７】  健康状態パラメータ

決定手段と、健康状態パラメータに対応

するデータを配信するための出力ポート

とを備える健康状態デバイスを更に備え

る請求項１記載のシステム。

    【請求項８】  健康状態デバイスの出

力ポートとの接続のためのアダプタを更

に備え、前記アダプタが、健康状態パラ

メータに対応するデータを配信するため

の出力を有する請求項７記載のシステム

。

    【請求項９】  アダプタ出力と包括入

力／出力ポートとが、有線またはワイヤ

レスリンクを介して通信する請求項８記

載のシステム。

    【請求項１０】  包括入力／出力ポ

ート及びアダプタ出力により利用される

ワイヤレス通信方式が、無線周波数また

は赤外線を使用する請求項９記載のシス

テム。

    【請求項１１】  利用されるワイヤレ

ス通信方式が、ブルートゥースプロトコ

ル又は８０２．１１プロトコルを使用す

る請求項１０記載のシステム。

    【請求項１２】  健康状態デバイスの
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出力ポートと包括入力／出力ポートとが

、有線またはワイヤレスリンクを介して

通信する請求項７記載のシステム。

    【請求項１３】  サーバアプリケーシ

ョンが、アプリケーションサービスプロ

バイダにより提供及び管理される請求項

１記載のシステム。

    【請求項１４】  サーバアプリケーシ

ョンが、複数のノードを利用するアプリ

ケーションであり、デバイスアプリケー

ションが、サーバアプリケーションのノ

ードとして機能する請求項１記載のシス

テム。

    【請求項１５】  ノードが、アルゴリ

ズムと、人工知能システムと、エキスパ

ートシステムと、ルールベースシステム

と、事例ベース推論システムと、これら

の組み合わせからなる群から選択された

システムのノードである請求項１４記載

のシステム。

    【請求項１６】  健康状態パラメータ

を測定するセンサを更に備え、前記セン

サが、健康状態デバイスに結合された出

力を有する請求項７記載のシステム。

    【請求項１７】  健康状態デバイスが

、医療デバイスであり、前記センサが、

体重と、血糖値と、心拍数と、血圧と、

温度と、代謝速度と、呼吸数と、コレス

テロールと、これらの組み合わせからな
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る群から選択された健康状態パラメータ

を測定するものである請求項１６記載の

システム。

    【請求項１８】  健康状態パラメータ

の入力のための手動システムを更に備え

、前記手動システムが、インターネット

対応ワイヤレスウェブデバイスと信号通

信する請求項１記載のシステム。

    【請求項１９】  補足健康状態データ

の入力のためのコンピュータを更に備え

、前記コンピュータが、インターネット

対応ワイヤレスウェブデバイス又はサー

バと信号通信する請求項１記載のシステ

ム。

    【請求項２０】  健康状態デバイスが

、エクササイズマシンであり、前記セン

サが、体重と、心拍数と、血圧と、温度

と、代謝速度と、実行した仕事の量と、

実行した仕事の速度と、コレステロール

と、これらの組み合わせからなる群から

選択された健康状態パラメータを測定す

るためのものである請求項１６記載のシ

ステム。

    【請求項２１】  患者の状態又は状況

をモニタリングする方法であって、

  インターネット対応ワイヤレスウェブ

デバイスに、ユーザインタフェース及び

アプリケーションを提供するステップと

、
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  患者の状態又は状態に対応する健康状

態パラメータを、インターネット対応ワ

イヤレスウェブデバイスに、包括入力／

出力ポートを介して入力するステップと

、健康状態パラメータをサーバにワイヤ

レスで伝送するステップと、

  決定された健康状態パラメータをサー

バで受領するステップと、

  決定された健康状態パラメータに基づ

いて応答を計算するステップと、

  応答をインターネット対応ワイヤレス

ウェブデバイスに配信するステップと、

を備える方法。

    【請求項２２】  前記入力ステップが

、健康状態パラメータを手動で入力する

ステップを更に含む請求項２１記載の方

法。

    【請求項２３】  包括入力／出力ポー

トが、健康状態デバイスと信号通信する

請求項２１記載の方法。

    【請求項２４】  包括入力／出力ポー

トが、有線またはワイヤレス接続を介し

て、健康状態デバイスと信号通信する請

求項２３記載の方法。

    【請求項２５】  健康状態デバイスと

包括入力／出力ポートとの間で、無線周

波数または赤外線伝送方式を使用して、

情報を伝送するステップを更に含む請求

項２４記載の方法。
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    【請求項２６】  無線周波数伝送方式

が、ブルートゥースプロトコル又は８０

２．１１プロトコルから選択される請求

項２５記載の方法。

    【請求項２７】  健康状態デバイス

が、血糖値モニタと、体重計と、血圧モ

ニタと、心拍数モニタと、呼吸数モニタ

と、温度モニタと、ＥＣＧモニタと、こ

れらの組み合わせからなる群から選択さ

れる医療デバイスである請求項２３記載

の方法。

    【請求項２８】  健康状態デバイスと

包括入力／出力ポートとの間で、アダプ

タを使用して、情報を伝送するステップ

を更に含む請求項２３記載の方法。

    【請求項２９】  コンピュータを使用

して、補足健康状態データを入力するス

テップを更に含む請求項２１記載の方法

。

    【請求項３０】  健康状態デバイスが

、トレッドミルと、ローイングマシンと

、ステッパと、エクササイズサイクルと

、その他の有酸素運動用具と、体重計と

、血圧モニタと、心拍数モニタと、温度

モニタと、これらの組み合わせからなる

群から選択されるエクササイズマシンで

ある請求項２３記載の方法。

    【請求項３１】  コンピュータ可読

媒体に常駐するコンピュータプログラム
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であって、インターネットと信号通信す

るサーバに、

  インターネット対応ワイヤレスウェブ

デバイスに包括入力／出力ポートからの

データを受領させる命令をその一方が含

むデバイスアプリケーション及びユーザ

インタフェースを、インターネット対応

ワイヤレスウェブデバイスに提供させ、

    

  インターネット対応ワイヤレスウェブ

デバイスから、患者の状態又は条件に対

応する健康状態パラメータに対応する信

号を受領させ、

  前記受領した信号に少なくとも部分的

に基づいて、応答を計算させ、

  前記応答を、インターネット対応ワイ

ヤレスウェブデバイスに通信させ、

  前記応答に応じた特徴を表示させる、

命令を含むコンピュータプログラム。

      【請求項３２】  ユーザインタフェ

ース又はデバイスアプリケーションが、

インターネット対応ワイヤレスウェブデ

バイスに包括入力／出力ポートからのデ

ータを受領させる命令を含み、包括入力

／出力ポートが、トレッドミルと、エク

ササイズサイクルと、ステッパと、ロー

イングマシンその他の有酸素運動用具と

、血圧モニタと、体重計と、心拍数モニ

タと、温度モニタと、これらの組み合わ
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せからなる群から選択されたエクササイ

ズマシンと信号通信する請求項３１記載

のコンピュータプログラム。

    【請求項３３】  アプリケーションを

実行するサーバにワイヤレス通信により

接続される、健康状態をモニタリングす

るインターネット対応ワイヤレスウェブ

デバイスであって、

  患者の疾病の状態又は状況、或いは患

者の健康状態、栄養、フィットネス又は

運動の状態又は状況に対応する健康状態

パラメータの受領のための包括入力／出

力ポートを含む第一の通信ポートと、ネ

ットワークへのワイヤレスリンクを含む

第二の通信ポートとから入力を受け入れ

るべく機能するアプリケーションを実行

するウェブ対応携帯電話、

を備えるインターネット対応ワイヤレス

ウェブデバイス。

    【請求項３４】  アプリケーションを

実行するサーバにワイヤレス通信により

接続される、健康状態をモニタリングす

るインターネット対応ワイヤレスウェブ

デバイスであって、

  患者の疾病の状態又は状況、或いは患

者の健康状態、栄養、フィットネス又は

運動の状態又は状況に対応する健康状態

パラメータの受領のための包括入力／出

力ポートを含む第一の通信ポートと、ネ
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ットワークへのワイヤレスリンクを含む

第二の通信ポートとから入力を受け入れ

るべく機能するアプリケーションを実行

する、ワイヤレス接続性を有する携帯デ

ジタル補助機器、

  を備えるインターネット対応ワイヤレ

スウェブデバイス。

    【請求項３５】  アプリケーションを

実行するサーバにワイヤレス通信により

接続される、健康状態をモニタリングす

るインターネット対応ワイヤレスウェブ

デバイスであって、

  患者の疾病の状態又は状況、或いは患

者の健康状態、栄養、フィットネス又は

運動の状態又は状況に対応する健康状態

パラメータの受領のための包括入力／出

力ポートを含む第一の通信ポートと、ネ

ットワークへのワイヤレスリンクを含む

第二の通信ポートとから入力を受け入れ

るべく機能するアプリケーションを実行

するハイブリッドのハンドヘルドコンピ

ュータ及び電話の組み合わせ、

を備えるインターネット対応ワイヤレス

ウェブデバイス。

    【請求項３６】  包括入力／出力ポー

トが、ワイヤレス通信方式を利用し、利

用されるワイヤレス通信方式が、無線周

波数または赤外線を使用する請求項３３

乃至３５のいずれか一項に記載のシステ
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ム。

    【請求項３７】  包括入力／出力ポー

トが、ワイヤレス通信方式を利用し、利

用されるワイヤレス通信方式が、ブルー

トゥースプロトコルまたは８０２．１１

プロトコルを使用する請求項３３乃至３

５のいずれか一項に記載のシステム。

    【請求項３８】  包括入力／出力ポー

トが、シリアルまたはパラレル通信用ポ

ートを含む請求項３３乃至３５のいずれ

か一項に記載のシステム。
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【手続補正書】

【提出日】平成１４年７月３日（２００２．７．３）

【手続補正１】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項１】  患者の状態又は状況をモニタリングするワイヤレス健康状態モニ

タリングシステムであって、

  包括入力／出力ポートを有する第一の通信ポートと、ネットワークとのワイヤ

レス通信のための回路を有する第二の通信ポートとを含むインターネット対応ワ

イヤレスウェブデバイスにして、

患者の状態又は状況に対応し且つ健康状態パラメータ決定手段により決定される

健康状態パラメータと、

    デバイスアプリケーションと、

    ユーザインタフェースと、

を格納するように構成されるインターネット対応ワイヤレスウェブデバイスと、

  コンピュータ可読媒体上に常駐し、ワイヤレスネットワークと通信するサーバ

上に配置されるサーバアプリケーションにして、サーバに、

決定された健康状態パラメータを受領させ、

    少なくとも部分的には決定された健康状態パラメータに基づいて、応答を計

算させ、

前記応答をインターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに提供させる、

サーバアプリケーションと、

  を備えるワイヤレス健康状態モニタリングシステム。

【請求項２】  包括入力／出力ポートが、ワイヤレス通信のためのポートを含む

請求項１記載のシステム

【請求項３】  包括入力／出力ポートにより利用されるワイヤレス通信方式が、
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無線周波数または赤外線を使用する請求項２記載のシステム。

【請求項４】  利用されるワイヤレス通信方式が、ブルートゥースプロトコルま

たは８０２．１１プロトコルを使用する請求項３記載のシステム。

【請求項５】  包括入力／出力ポートが、シリアルまたはパラレル通信用ポート

を含む請求項１記載のシステム。

【請求項６】  インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスが、インターネッ

ト対応携帯電話と、オプションとして実施されるワイヤレス機能又は一体型ワイ

ヤレス機能を有するハンドヘルド、パーム、又はラップトップコンピュータと、

ハンドヘルドコンピュータ及び携帯電話のハイブリッドデバイス及びワイヤレス

機能付きの携帯型デジタル補助機器からなる群から選択される請求項１記載のシ

ステム。

【請求項７】  健康状態パラメータ決定手段と、健康状態パラメータに対応する

データを配信するための出力ポートとを備える健康状態デバイスを更に備える請

求項１記載のシステム。

【請求項８】  健康状態デバイスの出力ポートとの接続のためのアダプタを更に

備え、前記アダプタが、健康状態パラメータに対応するデータを配信するための

出力を有する請求項７記載のシステム。

【請求項９】  アダプタ出力と包括入力／出力ポートとが、有線またはワイヤレ

スリンクを介して通信する請求項８記載のシステム。

【請求項１０】  包括入力／出力ポート及びアダプタ出力により利用されるワイ

ヤレス通信方式が、無線周波数または赤外線を使用する請求項９記載のシステム

。

【請求項１１】  利用されるワイヤレス通信方式が、ブルートゥースプロトコル

又は８０２．１１プロトコルを使用する請求項１０記載のシステム。

【請求項１２】  健康状態デバイスの出力ポートと包括入力／出力ポートとが、

有線またはワイヤレスリンクを介して通信する請求項７記載のシステム。

【請求項１３】  サーバアプリケーションが、アプリケーションサービスプロバ

イダにより提供及び管理される請求項１記載のシステム。

【請求項１４】  サーバアプリケーションが、複数のノードを利用するアプリケ



(55) 特表２００３－５１７６８７

ーションであり、デバイスアプリケーションが、サーバアプリケーションのノー

ドとして機能する請求項１記載のシステム。

【請求項１５】  ノードが、アルゴリズムと、人工知能システムと、エキスパー

トシステムと、ルールベースシステムと、事例ベース推論システムと、これらの

組み合わせからなる群から選択されたシステムのノードである請求項１４記載の

システム。

【請求項１６】  健康状態パラメータを測定するセンサを更に備え、前記センサ

が、健康状態デバイスに結合された出力を有する請求項７記載のシステム。

【請求項１７】  健康状態デバイスが、医療デバイスであり、前記センサが、体

重と、血糖値と、心拍数と、血圧と、温度と、代謝速度と、呼吸数と、コレステ

ロールと、これらの組み合わせからなる群から選択された健康状態パラメータを

測定するものである請求項１６記載のシステム。

【請求項１８】  健康状態パラメータの入力のための手動システムを更に備え、

前記手動システムが、インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスと信号通信

する請求項１記載のシステム。

【請求項１９】  補足健康状態データの入力のためのコンピュータを更に備え、

前記コンピュータが、インターネット対応ワイヤレスウェブデバイス又はサーバ

と信号通信する請求項１記載のシステム。

【請求項２０】  健康状態デバイスが、エクササイズマシンであり、前記センサ

が、体重と、心拍数と、血圧と、温度と、代謝速度と、実行した仕事の量と、実

行した仕事の速度と、コレステロールと、これらの組み合わせからなる群から選

択された健康状態パラメータを測定するためのものである請求項１６記載のシス

テム。

【請求項２１】  患者の状態又は状況をモニタリングする方法であって、

インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに、ユーザインタフェース及びア

プリケーションを提供するステップと、

患者の状態又は状態に対応する健康状態パラメータを、インターネット対応ワイ

ヤレスウェブデバイスに、包括入力／出力ポートを介して入力するステップと、

健康状態パラメータをサーバにワイヤレスで伝送するステップと、
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  決定された健康状態パラメータをサーバで受領するステップと、

  決定された健康状態パラメータを基づいて応答を計算するステップと、

  応答をインターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに配信するステップと、

を備える方法。

【請求項２２】  前記入力ステップが、健康状態パラメータを手動で入力するス

テップを更に含む請求項２１記載の方法。

【請求項２３】  包括入力／出力ポートが、健康状態デバイスと信号通信する請

求項２１記載の方法。

【請求項２４】  包括入力／出力ポートが、有線またはワイヤレス接続を介して

、健康状態デバイスと信号通信する請求項２３記載の方法。

【請求項２５】  健康状態デバイスと包括入力／出力ポートとの間で、無線周波

数または赤外線伝送方式を使用して、情報を伝送するステップを更に含む請求項

２４記載の方法。

【請求項２６】  無線周波数伝送方式が、ブルートゥースプロトコル又は８０２

．１１プロトコルから選択される請求項２５記載の方法。

【請求項２７】  健康状態デバイスが、血糖値モニタと、体重計と、血圧モニタ

と、心拍数モニタと、呼吸数モニタと、温度モニタと、ＥＣＧモニタと、これら

の組み合わせからなる群から選択される医療デバイスである請求項２３記載の方

法。

【請求項２８】  健康状態デバイスと包括入力／出力ポートとの間で、アダプタ

を使用して、情報を伝送するステップを更に含む請求項２３記載の方法。

【請求項２９】  コンピュータを使用して、補足健康状態データを入力するステ

ップを更に含む請求項２１記載の方法。

【請求項３０】  健康状態デバイスが、トレッドミルと、ローイングマシンと、

ステッパと、エクササイズサイクルと、その他の有酸素運動用具と、体重計と、

血圧モニタと、心拍数モニタと、温度モニタと、これらの組み合わせからなる群

から選択されるエクササイズマシンである請求項２３記載の方法。

【請求項３１】  コンピュータ可読媒体に常駐するコンピュータプログラムであ

って、インターネットと信号通信するサーバに、
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インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに包括入力／出力ポートからのデ

ータを受領させる命令をその一方が含むデバイスアプリケーション及びユーザイ

ンタフェースを、インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに提供させ、

インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスから、患者の状態又は条件に対応

する健康状態パラメータに対応する信号を受領させ、

前記受領した信号に少なくとも部分的に基づいて、応答を計算させ、

前記応答を、インターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに通信させ、

前記応答に応じた特徴を表示させる、

命令を含むコンピュータプログラム。

【請求項３２】  ユーザインタフェース又はデバイスアプリケーションが、イン

ターネット対応ワイヤレスウェブデバイスに包括入力／出力ポートからのデータ

を受領させる命令を含み、包括入力／出力ポートが、トレッドミルと、エクササ

イズサイクルと、ステッパと、ローイングマシンその他の有酸素運動用具と、血

圧モニタと、体重計と、心拍数モニタと、温度モニタと、これらの組み合わせか

らなる群から選択されたエクササイズマシンと信号通信する請求項３１記載のコ

ンピュータプログラム。

【請求項３３】  アプリケーションを実行するサーバにワイヤレス通信により接

続される、健康状態をモニタリングするインターネット対応ワイヤレスウェブデ

バイスであって、

  患者の疾病の状態又は状況、或いは患者の健康状態、栄養、フィットネス又は

運動の状態又は状況に対応する健康状態パラメータの受領のための包括入力／出

力ポートを含む第一の通信ポートと、ネットワークへのワイヤレスリンクを含む

第二の通信ポートとから入力を受け入れるべく機能するアプリケーションを実行

するウェブ対応携帯電話、

を備えるインターネット対応ワイヤレスウェブデバイス。

【請求項３４】  アプリケーションを実行するサーバにワイヤレス通信により接

続される、健康状態をモニタリングするインターネット対応ワイヤレスウェブデ

バイスであって、

患者の疾病の状態又は状況、或いは患者の健康状態、栄養、フィットネス又は運
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動の状態又は状況に対応する健康状態パラメータの受領のための包括入力／出力

ポートを含む第一の通信ポートと、ネットワークへのワイヤレスリンクを含む第

二の通信ポートとから入力を受け入れるべく機能するアプリケーションを実行す

る、ワイヤレス接続性を有する携帯デジタル補助機器、

を備えるインターネット対応ワイヤレスウェブデバイス。

【請求項３５】  アプリケーションを実行するサーバにワイヤレス通信により接

続される、健康状態をモニタリングするインターネット対応ワイヤレスウェブデ

バイスであって、

患者の疾病の状態又は状況、或いは患者の健康状態、栄養、フィットネス又は運

動の状態又は状況に対応する健康状態パラメータの受領のための包括入力／出力

ポートを含む第一の通信ポートと、ネットワークへのワイヤレスリンクを含む第

二の通信ポートとから入力を受け入れるべく機能するアプリケーションを実行す

るハイブリッドのハンドヘルドコンピュータ及び電話の組み合わせ、

を備えるインターネット対応ワイヤレスウェブデバイス。

【請求項３６】  包括入力／出力ポートが、ワイヤレス通信方式を利用し、利用

されるワイヤレス通信方式が、無線周波数または赤外線を使用する請求項３３乃

至３５のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項３７】  包括入力／出力ポートが、ワイヤレス通信方式を利用し、利用

されるワイヤレス通信方式が、ブルートゥースプロトコルまたは８０２．１１プ

ロトコルを使用する請求項３３乃至３５のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項３８】  包括入力／出力ポートが、シリアルまたはパラレル通信用ポー

トを含む請求項３３乃至３５のいずれか一項に記載のシステム。
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【国際調査報告】
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─────────────────────────────────────────────────────
【要約の続き】
声コマンド（３６）により、ＷＷＤ（１２）に手動でデ
ータを入力することもできる。この健康状態関連データ
は、標準のインターネットプロトコルを使用して、ＷＷ
Ｄ（１２）からサーバ（３７）へ伝送される。このサー
バ（３７）は、アルゴリズム又は人工知能システムを含
むことが可能なソフトウェアプログラムを使用して、応
答を計算し、更に、医師又は医療従事者による検討を提
供することができる。ユーザは、このサーバ（３７）と
対話することができる。例えば、このサーバ（３７）
は、ＷＷＤ（１２）に応答を伝送し、ユーザは、応答を
返すこと、或いはその他の情報を提供することが可能で
ある。
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摘要(译)

本发明的实施例提供一种健康监测设备（11），其可以是医疗设备或其
他与健康有关的设备，例如健身机，作为具有互联网功能的无线网络设
备（“ WWD”）（12）。 本发明提供了一种用于无线健康监测系统的方
法和设备，该无线健康监测系统用于通过连接（1）来交互式地监测患者
（38）的疾病或健康状况。 解决方案：该WWD（12）通过有线连接
（42）直接连接到健康监测设备，该电缆具有WWD（12）的综合输入/
输出设备的端口，必要时使用可选适配器。 你可以 可替代地，WWD
（12）可以例如经由红外或射频连接（包括使用诸如蓝牙或802.11的协
议的那些）无线连接（16）到健康监测设备。 如果需要，此无线连接
（16）可以使用适配器。 用户还可以使用键盘，键盘，手写笔或可选的
语音命令（36）将数据手动输入到WWD（12）中。 使用标准互联网协
议将该健康相关数据从WWD（12）传输到服务器（37）。 服务器
（37）可以使用软件程序，其可以包括算法或人工智能系统，以计算响
应并且还提供医师或保健专业人员的检查。 用户可以与此服务器交互
（37）。 例如，服务器（37）可以将响应发送到WWD（12），并且用户可以返回该响应或提供其他信息。
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